
（介護予防）居宅療養管理指導サービス重要事項等説明書 
 

居宅療養管理指導サービスの提供開始にあたり、厚⽣省令第３７号第８条に基づいて、
ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 事業者概要 
(1) 事業者の所在地等 

事 業 者 名 称 医療法⼈社団 聖愛会 ぎおん⽜⽥病院 

代 表 者 ⽒ 名 理事⻑ 島筒 和史 

介 護 保 険 指 定 
事 業 所 番 号 

3410222479 

事 業 所 所 在 地 広島県広島市安佐南区⻄原⼋丁⽬ 29 番 24 号 
連 絡 先 

地域連携相談担当者 
電話番号：082−850−3116 FAX：082−850−2600 
地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー 

事業所の通常の 
事業の実施地域 

安佐南区、安佐北区、東区 

 

(2)事業の⽬的及び運営の⽅針 

事 業 の ⽬ 的 
病院の医師が、通院困難な要介護状態（介護予防居宅療養管理指導にあっては
要⽀援状態）にある者（以下「要介護者等」という）の⾃宅を訪問して、適正
な療養上の管理及び指導を提供することを⽬的とする。 

運 営 の ⽅ 針 

① 指定居宅療養管理指導の提供に当たって、要介護者がその有する能⼒に応
じて⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、通院が困難な要介護者に
対して、その居宅を訪問して、⼼⾝の状況や環境などを把握し、それらを
踏まえて療養上の管理及び指導を⾏うことにより、療養⽣活の質の向上を
図る。 

② 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって、要⽀援者が可能な限り
その居宅において、⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、医師が通
院が困難な要⽀援者に対して、その居宅を訪問して、その⼼⾝の状況、置
かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を⾏
うことにより、要⽀援者の⼼⾝機能の維持回復を図り、もって要⽀援者の
⽣活機能の維持⼜は向上を⽬指すものとする。 

③ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の実施にあたっては、居
宅介護⽀援事業者その他保険医療サービスまたは福祉サービスを提供す
る者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括⽀援センタ
ー、居宅介護⽀援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努め
る。 

 
 
 



(3)事業所窓⼝の営業⽇及び営業時間 

 

 

 

(4)サービス提供可能な⽇と時間帯 
サービス提供⽇ 営業⽇と同様 

サービス提供時間 営業時間と同様 
 

(5)事業所の職員体制 

管理者 桑原 健太郎 

 

職 職 務 内 容 ⼈ 員 数 

 
医
師 
 

１ 通院が困難な利⽤者に対して、利⽤者の居宅を訪問して⾏う計画的かつ
継続的な医学的管理に基づいて、居宅サービス計画の策定等に必要な情報
提供を⾏います。利⽤者、家族等に対する居宅サービスを利⽤する上での
留意点、介護⽅法等についての指導、助⾔を⾏います。 

２ 利⽤者、家族に対する指導⼜は助⾔については、⽂書等の交付により⾏
うよう努めます。 

３ ⽂書等により指導、助⾔を⾏った場合は、当該⽂書等の写しを診療録に
添付する等により保存し、⼝頭により指導、助⾔を⾏った場合は、その要
点を記録します。 

常勤  4 名 
 
⾮常勤 2 名 

 

(6)担当医師 
・中村 顕治朗 
・吉崎 浩⼀ 
・島筒 和史 
・桑原 健太郎 
・内藤 浩之 
・許 吉起 

 

２ 提供するサービスの内容及び費⽤について 
(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅療養管理指導 

要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その
有する能⼒に応じ⾃⽴した⽣活を営むことができるよう、医師が、通
院が困難な利⽤者に対して、その居宅を訪問して、その⼼⾝の状況、
置かれている環境等を把握し、療養上の管理及び指導を⾏うことによ
り、療養⽣活の質の向上を図ります。 

営 業 ⽇ 
⽉曜⽇から⼟曜⽇。ただし、⼟曜⽇午後１時以降、８⽉１４・１５⽇、国⺠の
祝⽇、１２⽉３０⽇から１⽉３⽇を除く。 

営 業 時 間 
午前９時から午後６時。ただし、電話などにより、２４時間連絡可能な体制を
おく。 



(2)費⽤について 

区 分 単 価 回／⽉ 1 カ⽉あたり 

の利⽤料 

利⽤料 

 
 

医師の⾏う居宅療
養管理指導 

① 同⼀建物居住者が 1 名    ： 299 円 
 

② 同⼀建物居住者が 2〜9 名   ： 287 円 
 

③ 同⼀建物居住者が 10 ⼈以上  ： 260 円 

 
 

2 回/⽉ 

① 598 円 
 

② 574 円 
 

③ 520 円 
 

３ 事故発⽣時の対応⽅法について 
利⽤者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発⽣した場合は、市町村、利⽤者の家族、利

⽤者に係る居宅介護⽀援事業者等に連絡を⾏うとともに、必要な措置を講じます。 
 
４ 苦情処理 

居宅療養管理指導等に関わる苦情が⽣じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓⼝を設置し、
苦情内容の記録など必要な措置を講じます。 

２ 利⽤者または家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載、説明し事業所内に掲⽰し
ます。 

 

５ 重要事項説明の年⽉⽇ 

この重要事項説明書の説明年⽉⽇ 年   ⽉   ⽇ 
 

上記内容について、重要事項等説明書に基づき、サービス内容及び重要事項を利⽤者に説明を⾏
いました。 

事
業
者 

所 在 地 広島市安佐南区⻄原⼋丁⽬ 29 番 24 号 

事 業 者 名 医療法⼈社団 聖愛会 ぎおん⽜⽥病院 

代 表 者 名 理事⻑ 島筒 和史 
 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利⽤者 
住 所  

⽒ 名  

 

代理⼈ 
住 所  

⽒ 名 （続柄     ） 
 


